
消 防 特 第 ２ ２ １ 号

平成１７年１１月２８日

各 都 道 府 県 知 事
殿

各 指 定 都 市 市 長

消 防 庁 次 長

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する

省令の一部を改正する省令の施行について

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正

（ 。 「 」 。） 、する省令 平成１７年総務省令第１５９号 以下 改正省令 という が本日公布され

平成１７年１２月１日に施行されることとなりました。

今回の改正は、石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令（平成１７

年政令第３５３号）による改正後の石油コンビナート等災害防止法施行令（昭和５１年政

令第１２９号。以下「令」という ）第１３条に定める自衛防災組織に備え付けるべき大。

容量泡放水砲、大容量泡放水砲用防災資機材等及び大容量泡放水砲用泡消火薬剤の要件並

びに特定防災施設の能力、位置及び構造等を定めるとともに、消防法及び石油コンビナー

ト等災害防止法の一部を改正する法律（平成１６年法律第６５号）による改正後の石油コ

ンビナート等災害防止法（昭和５０年法律第８４号。以下「法」という ）第１９条の２。

第３項に基づく広域共同防災規程に定める事項等を定める内容の整備を行ったものです。

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴

都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。

記

第一 特定防災施設に関する事項

一 従来特定事業所に係る自衛防災組織に大型化学消防車等を備え付けなければならな

い場合に設置すべき消火用屋外給水施設を 消防車用屋外給水施設 としたこと 改「 」 。（

正省令第７条関係）

※ 消防車用屋外給水施設及び二の大容量泡放水砲用屋外給水施設を「消火用屋外給

水施設」とする。

二 その特定事業所に係る自衛防災組織に、令第１３条第１項により大容量泡放水砲を

備え付けなければならない場合には、当該自衛防災組織に大容量泡放水砲用屋外給水

施設を設置しなければならないこととしたこと （改正省令第７条関係）。

三 二の大容量泡放水砲用屋外給水施設について、能力、位置及び構造の基準を定めた

。（ 、 ）こと 改正省令第８条第２項 第９条第３項並びに第１０条第３項及び第４項関係



四 大容量泡放水砲用屋外給水施設について、他の施設との兼用を禁止したこと。ただ

し、他の法令の規定により必要とされる水量の給水を行った場合においても、大容量

泡放水砲が必要とする放水能力に相当する余力を有する場合に限り、兼用することが

できることとしたこと。また、消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水

施設は、総放水能力及び自衛防災組織の基準放水能力を合算した放水能力により、

１２０分継続して放水することができる量の水を供給でき、かつ、消防車用屋外給水

施設の位置及び構造の基準並びに大容量泡放水砲用屋外給水施設の位置及び構造の基

準のいずれにも適合する場合に限り、兼用することができることとしたこと （改正。

省令第１１条関係）

五 自衛防災組織の基準放水能力により１２０分継続して送水することができる量の水

を常時取水することができる河川等がある場合又は大容量泡放水砲用屋外給水施設の

位置及び構造の基準に適合する給水施設及び河川等から自衛防災組織の基準放水能力

により１２０分継続して放水することができる量の水を常時供給することができる場

、 。合には 大容量泡放水砲用屋外給水施設が設置しているものとみなすこととしたこと

（改正省令第１２条関係）

第二 防災要員に関する事項

一 令第７条第３項の総務省令で定める人数は、第四の一のポンプ各１台につき２人、

混合装置各１台につき２人及びホースを展張することとした場合における当該ホース

の長さを２００ｍで除して得た数に相当する人数としたこと （改正省令第１７条の。

２関係）

二 一の防災要員の数は、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等の設置の

状況その他の事情を勘案して、市町村長等が認めたときは、減じることができること

としたこと （改正省令第１７条の２関係）。

第三 大容量泡放水砲に関する事項

令第１３条第１項に規定する総務省令で定める大容量泡放水砲の要件並びに令第

１３条第１項及び第２項の大容量泡放水砲の放水能力を定めたこと。（改正省令第

１９条の２第１項及び第２項関係）

第四 大容量泡放水砲用防災資機材等に関する事項

一 令第１３条第３項の大容量泡放水砲に必要な量の泡水溶液を供給するために必要な

防災資機材等はポンプ、混合装置及びホースとし、各々の防災資機材等が必要とする

要件を定めることとしたこと （改正省令第１９条の２第１項～第３項関係）。

二 令第１３条第３項の総務省令で定める基準は、大容量泡放水砲用防災資機材等の使

用時において、自衛防災組織の基準放水能力による放水に必要な量の水を１２０分継

続して取水することができ、その水を１２０分継続して大容量泡放水砲用泡消火薬剤

と混合し適正な濃度の泡水溶液にすることができ、当該泡水溶液を１２０分継続して

送水できることとしたこと （改正省令第１９条の２第４項関係）。

三 二の場合において、一の大容量泡放水砲用防災資機材等のうちいずれかを備え付け



なくても二の基準に適合するときは、当該大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付け

ることを要しないこととしたこと （改正省令第１９条の２第５項関係）。

第五 大容量泡放水砲用泡消火薬剤に関する事項

令第１４条第５項の総務省令で定める大容量泡放水砲用泡消火薬剤は、消防法施行令

第３７条第１項第３号に規定する泡消火薬剤のうち、大容量泡放水砲に適する等の要件

に該当するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとしたこと （改正省令。

第１９条の４関係）

第六 可搬式放水銃等に関する事項

令第１５条の総務省令で定める数は、耐熱服については、１着に大容量泡放水砲に他

のポンプを介さずに結合されるポンプ１台につき１着を加算した数とし、空気呼吸器又

は酸素呼吸器については、１個に当該大容量泡放水砲に他のポンプを介さずに結合され

るポンプ１台につき１個を加算した数としたこと （改正省令第２１条関係）。

第七 共同防災組織における大容量泡放水砲等の備付けに係る基準

令第２０条第１項第２号の総務省令で定める基準については、第四の二及び三を準用

することとしたこと （改正省令第２６条の２関係）。

第八 広域共同防災組織に関する事項

一 法第１９条の２の広域共同防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない

こととしたこと （改正省令第３０条関係）。

１ 広域共同防災組織を指揮し、監督する者の職務に関すること。

２ 防災要員の職務に関すること。

３ 広域共同防災組織を指揮し、監督する者又は防災要員が旅行又は疾病その他の事

故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関するこ

と。

４ 防災要員の配置及び防災資機材等の備付けに関すること。

５ 防災資機材等の輸送に関すること。

６ 広域共同防災組織の編成に関すること。

７ 防災要員に対する防災教育の実施に関すること。

８ 広域共同防災組織の防災訓練の実施に関すること。

９ 広域共同防災組織及び広域共同防災組織を設置している各特定事業所の防災のた

めの施設、設備又は資機材等の整備状況及び整備計画に関すること。

10 防災資機材等の点検に関すること。

11 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における広域共同防災組織の防災

活動に関すること。

12 広域共同防災組織を設置している各特定事業所の各施設地区内の主要な施設又は

設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。

13 広域共同防災組織とその広域共同防災組織を設置している各特定事業所の自衛防



災組織及び当該各特定事業所に係る共同防災組織との防災活動に関する連絡調整等

の関係に関すること。

14 広域共同防災組織を設置している各特定事業所の防災に関する業務を行う者の職

務及び組織に関すること。

15 広域共同防災規程に違反した防災要員に対する措置に関すること。

16 前各号に掲げるもののほか、広域共同防災組織が行うべき業務並びに防災要員及

び防災資機材等に関し必要な事項

二 法第１９条の２第４項の規定による届出は、広域共同防災規程を設置し、又はその

届け出た事項に変更があった日から１０日以内に届け出なければならないこととした

こと （改正省令第３１条関係）。

第九 広域共同防災組織における大容量泡放水砲等の備付けに係る基準

令第２３条第１号の総務省令で定める基準については、第四の二及び三を準用するこ

ととしたこと （改正省令第３２条関係）。

第十 届出様式に関する事項

一 第一の改正に伴い 大容量泡放水砲用屋外給水施設設置届出書を制定したこと 改、 。（

正省令様式第２の２）

二 自衛防災組織が備え付ける防災資機材等の中に大容量泡放水砲が追加されたことに

伴い、防災要員及び防災資機材等現況届出書の様式を改正したこと （改正省令様式。

第５）

三 自衛防災組織の業務の一部を行う共同防災組織において、大容量泡放水砲の備え付

けの基準を設けたことに伴い、共同防災組織設置（変更）届出書の様式を改正したこ

と （改正省令様式第８）。

四 広域共同防災組織を設置した時に届け出る広域共同防災組織設置（変更）届出書の

様式を制定したこと （改正省令様式第８の２）。

第十一 その他所要の整備を行ったこと。

第十二 その他

一 特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令（平成１６

年総務省令第１１３号）について、所要の改正を行ったこと （改正省令附則第２項。

関係）

二 消防庁長官が定める基準については、別途定める。
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を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
屋
外
給
水
施
設
」
を
「
消
防
車
用
屋
外
給
水

施
設
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

消
火
栓
を
有
す
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
の
構
造
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
各
部
分
が
そ
れ
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ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

一

消
火
栓

イ

第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
消
火
栓
を
有
す
る
消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
の
消
火
栓
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

接
続
口
は
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
に
よ
り
有
効
に
取
水
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

接
続
口
は
、
消
防
法
施
行
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
結
合
金
具
（
第
十
九
条
の
二
第
三
項
第
三
号

イ
に
お
い
て
「
結
合
金
具
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
ホ
ー
ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二

配
管

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
消
火
栓
を
有
す
る
消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
の
配
管
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

加
圧
ポ
ン
プ

イ

第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
消
火
栓
を
有
す
る
消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
の
加
圧
ポ
ン
プ
の
例
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ロ

自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
に
よ
る
放
水
に
必
要
な
水
を
十
分
に
供
給
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４

貯
水
槽
に
係
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
の
構
造
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一

第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
貯
水
槽
に
係
る
消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
の
構
造
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二

取
水
部
分
に
お
け
る
地
盤
面
か
ら
貯
水
槽
の
底
面
ま
で
の
深
さ
が
五
・
五
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
動

力
消
防
ポ
ン
プ
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
自
治
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
規
格
省
令
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
適
合
す
る
水
中
ポ
ン
プ
を
使
用
し
て
取
水
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
に
よ
り
有
効
に
取
水
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
他
の
施
設
と
の
兼
用
の
禁
止
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
屋
外
給
水
施
設
」
を
「
消
防
車
用
屋
外

給
水
施
設
及
び
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
」
に
改
め
、
「
総
放
水
能
力
」
の
下
に
「
又
は
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放

水
能
力
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
及
び
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
は
、
総
放
水
能
力
と
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能

力
と
を
合
算
し
た
放
水
能
力
に
よ
り
百
二
十
分
継
続
し
て
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
量
の
水
を
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
、
か

つ
、
前
二
条
に
規
定
す
る
消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
の
位
置
及
び
構
造
に
関
す
る
基
準
並
び
に
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給

水
施
設
の
位
置
及
び
構
造
に
関
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
合
に
限
り
、
兼
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
と
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
と
を
兼
ね
る

消
火
用
屋
外
給
水
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
及
び
大
容
量

泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
と
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
と
を
兼
ね

る
消
火
用
屋
外
給
水
施
設
」
と
、
「
総
放
水
能
力
又
は
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
放
水
能
力

と
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
と
を
合
算
し
た
放
水
能
力
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
箇
所
に
」
の
下
に
「
消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設

の
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
長
等
が
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
特
定
事
業
所
に
大
容
量

泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

一

自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
に
よ
り
百
二
十
分
継
続
し
て
送
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
量
の
水
を
、
当
該
特
定
事
業

所
の
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
に
代
え
て
備
え
付
け
て
い
る
も
の
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
用
い

て
常
時
有
効
に
取
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
河
川
等
が
あ
る
場
合
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二

当
該
特
定
事
業
所
に
第
九
条
第
三
項
及
び
第
十
条
第
三
項
又
は
第
四
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
給
水
施
設
が
設
置

さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材

等
を
用
い
て
常
時
有
効
に
取
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
河
川
等
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
給
水
施
設
及
び
当
該
河
川
等

か
ら
、
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
に
よ
り
百
二
十
分
継
続
し
て
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
量
の
水
を
常
時
供
給
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
合

３

前
項
第
二
号
の
給
水
施
設
は
、
前
条
、
第
十
七
条
の
二
第
三
号
及
び
第
十
九
条
の
二
第
四
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水

能
力
」
と
あ
る
の
は
「
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
か
ら
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
河
川
等
か
ら
取
水
す
る
水
に
係

る
放
水
能
力
を
差
し
引
い
た
放
水
能
力
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
屋
外
給
水
施
設
」
を
「
消
火
用
屋
外
給
水
施
設

」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
第
七
条
第
五
項
」
を
「
第
七
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
消
防
用
ホ
ー
ス
（
以
下

「
ホ
ー
ス
」
と
い
う
。
）
」
を
「
ホ
ー
ス
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
の
二
の
二
と
し
、
第
二
章
第
一
節
中
同
条
の
前
に
次
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の
一
条
を
加
え
る
。

（
大
容
量
泡
放
水
砲
等
に
係
る
防
災
要
員
）

第
十
七
条
の
二

令
第
七
条
第
三
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
人
数
は
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
て
い
る
次
の

各
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
人
数
を
合
算
し
た
人
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
大
容
量

泡
放
水
砲
及
び
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
の
設
置
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
市
町
村
長
等
が
適
当
と

認
め
た
と
き
は
、
そ
の
人
数
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
十
九
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
ポ
ン
プ

各
一
台
に
つ
き
二
人

二

第
十
九
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
水
と
大
容
量
泡
放
水
砲
用
泡
消
火
薬
剤
と
を
混
合
し
、
適
正
な
濃
度
の
泡

水
溶
液
に
す
る
た
め
の
混
合
装
置

各
一
台
に
つ
き
二
人

三

大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
（
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
が
設
置

さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
河
川
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

）
の
取
水
部
分
か
ら
浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
（
令
第
十
三
条
第
一
項
の
浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
を
い
う
。

）
ま
で
ホ
ー
ス
を
展
張
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
ホ
ー
ス
の
長
さ
（
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
の
取
水
部
分
又
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は
浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
各
取
水
部
分
か
ら
各
浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン

ク
ま
で
ホ
ー
ス
を
展
張
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
ホ
ー
ス
の
長
さ
の
う
ち

も
長
い
ホ
ー
ス
の
長
さ

）
を
二
百
メ
ー
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
数
）
に
相
当
す
る
人
数

第
十
七
条
の
三
中
「
第
七
条
第
五
項
」
を
「
第
七
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
自
治
省
令
第
二
十
四
号
。
以

下
「
規
格
省
令
」
と
い
う
。
）
」
を
「
規
格
省
令
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項

」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
二
中
「
第
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
」
に
、
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
の
二
の
二
と
し
、
第
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
大
容
量
泡
放
水
砲
等
）

第
十
九
条
の
二

令
第
十
三
条
第
一
項
の
泡
放
水
砲
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と

す
る
。

一

消
火
の
機
能
を
有
効
に
発
揮
す
る
泡
を
タ
ン
ク
内
に
到
達
さ
せ
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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二

容
易
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

泡
を
放
射
す
る
筒
先
は
、
方
向
及
び
角
度
を
操
作
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

泡
を
放
射
す
る
筒
先
及
び
そ
の
周
囲
の
部
分
を
輻
射
熱
か
ら
保
護
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２

令
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
放
水
能
力
は
、
泡
を
放
射
す
る
筒
先
の
基
部
に
お
け
る
圧
力
が
〇
・
七
メ
ガ
パ
ス
カ

ル
の
場
合
に
お
け
る
放
水
能
力
と
す
る
。

３

令
第
十
三
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
防
災
資
機
材
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
三
号
に
規
定
す
る
ホ
ー
ス
の
使
用
圧
（
折
れ
曲
が
つ
た
部
分
の
な
い
状
態
に
お
け
る
ホ
ー
ス
に
通
水
し
た
場
合
の
常

用

高
使
用
水
圧
を
い
う
。
第
三
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
な
い
ポ
ン
プ
（
消
防
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
を
い
う
。
）

二

水
と
大
容
量
泡
放
水
砲
用
泡
消
火
薬
剤
と
を
混
合
し
、
適
正
な
濃
度
の
泡
水
溶
液
に
す
る
た
め
の
混
合
装
置

三

次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
ホ
ー
ス

イ

結
合
金
具
を
両
端
に
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

ホ
ー
ス
の
使
用
圧
に
十
分
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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ハ

ホ
ー
ス
同
士
が
確
実
に
結
合
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４

令
第
十
三
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
大
容
量
泡
放
水
砲
及
び
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
の
使
用
時

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
使
用
時
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
当
該
特
定
事
業
所
の
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施

設
か
ら
、
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
に
よ
る
放
水
に
必
要
な
量
の
水
を
百
二
十
分
継
続
し
て
取
水
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

二

使
用
時
に
お
い
て
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
取
水
し
た
水
を
、
百
二
十
分
継
続
し
て
大
容
量
泡
放
水
砲
用
泡
消
火
薬
剤
と

混
合
し
、
適
正
な
濃
度
の
泡
水
溶
液
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三

使
用
時
に
お
い
て
、
前
号
の
泡
水
溶
液
を
、
大
容
量
泡
放
水
砲
が
消
火
の
機
能
を
有
効
に
発
揮
す
る
泡
を
タ
ン
ク
内
に

到
達
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
圧
力
に
よ
り
、
大
容
量
泡
放
水
砲
の
筒
先
の
基
部
ま
で
百
二
十
分
継
続
し
て
送
水
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。

５

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
の
い
ず
れ
か
を
備
え
付
け
な
く
て

も
前
項
の
基
準
に
適
合
す
る
と
き
（
当
該
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
に
代
え
て
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
大
容
量
泡
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放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
以
外
の
も
の
を
備
え
付
け
る
こ
と
に
よ
り
前
項
の
基
準
に
適
合
す
る
と
き
を
含
む
。
）
は
、
当
該

大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
十
九
条
の
三
中
「
第
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
」
に
、
「
基
準
に
適
合
す
る
」
を
「
要
件
に
該
当
す
る
」

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
大
容
量
泡
放
水
砲
用
泡
消
火
薬
剤
）

第
十
九
条
の
四

令
第
十
四
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
泡
消
火
薬
剤
は
、
消
防
法
施
行
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
三
号

に
規
定
す
る
泡
消
火
薬
剤
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の
と
す
る
。

一

大
容
量
泡
放
水
砲
に
適
し
、
か
つ
、
耐
油
汚
染
性
、
耐
火
性
、
耐
密
封
性
等
の
性
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二

大
容
量
泡
放
水
砲
か
ら
放
出
し
た
泡
が
、
消
火
の
機
能
を
有
効
に
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
十
条
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項

第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
「
各
一
台
」
の
下
に
「
又
は
各
一
基
」
を
加
え
、
同
条
の
表
耐
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熱
服
の
項
及
び
空
気
呼
吸
器
又
は
酸
素
呼
吸
器
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

耐
熱
服

大
型
化
学
高
所
放
水
車

大
型
化
学
消
防
車

大
型
高
所
放
水
車

普
通
高
所
放
水
車

一
着

甲
種
普
通
化
学
消
防
車

乙
種
普
通
化
学
消
防
車

普
通
消
防
車

小
型
消
防
車

大
容
量
泡
放
水
砲

一
着
に
当
該
大
容
量
泡
放
水
砲
に
他
の
ポ
ン
プ
を
介
さ
ず

に
結
合
さ
れ
る
ポ
ン
プ
一
台
に
つ
き
一
着
を
加
算
し
た
数

空
気
呼
吸
器
又
は
酸
素
呼
吸
器

大
型
化
学
高
所
放
水
車

大
型
化
学
消
防
車
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大
型
高
所
放
水
車

普
通
高
所
放
水
車

一
個

甲
種
普
通
化
学
消
防
車

乙
種
普
通
化
学
消
防
車

普
通
消
防
車

小
型
消
防
車

大
容
量
泡
放
水
砲

一
個
に
当
該
大
容
量
泡
放
水
砲
に
他
の
ポ
ン
プ
を
介
さ
ず

に
結
合
さ
れ
る
ポ
ン
プ
一
台
に
つ
き
一
個
を
加
算
し
た
数

第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
ま
で
」
を
「
第
十
二
条
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
」
に
、
「
第
十
五
条
第

一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
」
を
「
第
十
四
条
第
一

項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
第
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
十
六
条
第
三
項
」
に
改

め
る
。

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
第
一

項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
備
え
付
け
」
を
「
備
付
け
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
イ
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
」
に
改
め

同
条
を
第
二
十
六
条
の
二
の
二
と
し
、

、

第
三
章
中
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
共
同
防
災
組
織
に
お
け
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
の
備
付
け
に
係
る
基
準
）

第
二
十
六
条
の
二

令
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
及
び
第

五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
当
該
自
衛
防
災
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
共
同
防

災
組
織
」
と
、
「
当
該
特
定
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
す
べ
て
の
構
成
事
業
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
」
に
、
「
第
十
五
条
第
二

項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
イ
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号

イ
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
六
条
の
四
中
「
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
に
、
「
第
十
九
条
第
一
項
第
一

号
イ
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
」
に
、
「
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
に
改

め
る
。

第
二
十
六
条
の
五
中
「
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
ロ
」
に
、
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を

「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
イ
」
に
、
「
第
十
三
条
第
三
項

」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中
「
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
第
四
号
中
「
備
え
付
け
」
を
「
備
付
け
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。

第
四
章
を
第
五
章
と
し
、
第
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
四
章

広
域
共
同
防
災
組
織

（
広
域
共
同
防
災
規
程
）

第
三
十
条

法
第
十
九
条
の
二
第
三
項
の
広
域
共
同
防
災
規
程
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

広
域
共
同
防
災
組
織
を
指
揮
し
、
監
督
す
る
者
の
職
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

防
災
要
員
の
職
務
に
関
す
る
こ
と
。

三

広
域
共
同
防
災
組
織
を
指
揮
し
、
監
督
す
る
者
又
は
防
災
要
員
が
旅
行
又
は
疾
病
そ
の
他
の
事
故
の
た
め
そ
の
職
務
を

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
者
に
関
す
る
こ
と
。

四

防
災
要
員
の
配
置
及
び
防
災
資
機
材
等
の
備
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

五

防
災
資
機
材
等
の
輸
送
に
関
す
る
こ
と
。

六

広
域
共
同
防
災
組
織
の
編
成
に
関
す
る
こ
と
。

七

防
災
要
員
に
対
す
る
防
災
教
育
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

八

広
域
共
同
防
災
組
織
の
防
災
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

九

広
域
共
同
防
災
組
織
及
び
広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
る
各
特
定
事
業
所
の
防
災
の
た
め
の
施
設
、
設
備
又
は

資
機
材
等
の
整
備
状
況
及
び
整
備
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

十

防
災
資
機
材
等
の
点
検
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
広
域
共
同
防
災
組
織
の
防
災
活
動
に
関
す
る
こ
と
。
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十
二

広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
る
各
特
定
事
業
所
の
各
施
設
地
区
内
の
主
要
な
施
設
又
は
設
備
を
明
示
し
た
書

類
又
は
図
面
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

広
域
共
同
防
災
組
織
と
そ
の
広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
る
各
特
定
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
及
び
当
該
各

特
定
事
業
所
に
係
る
共
同
防
災
組
織
と
の
防
災
活
動
に
関
す
る
連
絡
調
整
等
の
関
係
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
る
各
特
定
事
業
所
の
防
災
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者
の
職
務
及
び
組
織
に
関
す

る
こ
と
。

十
五

広
域
共
同
防
災
規
程
に
違
反
し
た
防
災
要
員
に
対
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
広
域
共
同
防
災
組
織
が
行
う
べ
き
業
務
並
び
に
防
災
要
員
及
び
防
災
資
機
材
等
に

関
し
必
要
な
事
項

２

広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
る
特
定
事
業
所
に
お
け
る
災
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
当
該

広
域
共
同
防
災
組
織
の
業
務
（
以
下
「
広
域
共
同
防
災
業
務
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
が
当
該
特
定
事
業
所
の
所
在

す
る
特
別
防
災
区
域
の
特
定
事
業
者
以
外
の
者
に
委
託
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
広
域
共
同
防
災
組
織
に
係
る

広
域
共
同
防
災
規
程
に
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
当
該
広
域
共
同
防
災
業
務
の
受
託
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
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人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
並
び
に
当
該
受
託
者
の
行
う
広
域
共
同
防
災
業
務
の
範
囲
及
び
実

施
方
法
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
広
域
共
同
防
災
組
織
に
つ
い
て
の
届
出
）

第
三
十
一
条

法
第
十
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
、
又
は
そ
の
届
け
出

た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
様
式
第
八
の
二
の
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
広
域
共
同
防
災
組
織
に
お
け
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
の
備
付
け
に
係
る
基
準
）

第
三
十
二
条

令
第
二
十
三
条
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
当
該
自
衛
防
災
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
広
域
共
同
防
災
組

織
」
と
、
「
当
該
特
定
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
広
域
共
同
防
災
組
織
に
係
る
す
べ
て
の
特
定
事
業
所
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

様
式
第
二
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

消
火

用
屋

外
給

水
施

設
消

防
車

用
屋

外
給

水
施

設

様
式
第
二
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。
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（
様
式
第
二
の
二

挿
入
）

様
式
第
五
及
び
様
式
第
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
様
式
第
五

挿
入
）

（
様
式
第
八

挿
入
）

様
式
第
八
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

（
様
式
第
八
の
二

挿
入
）



- 21 -

様
式
第
九
及
び
様
式
第
十
中
「

3
0

」
を
「

3
3

」
に
改
め
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
条

関
係

第
条

関
係

備
え

付
け

備
付

け

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
消
防
法
及
び
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成

十
七
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
の
事
務
所
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

２

特
定
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
の
事
務
所
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
百
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
る
。
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様式第２の２（第14条関係） 

大容量泡放水砲用屋外給水施設設置届出書 
年   月   日 

 市町村長（都道府県知事）殿 

届出者 

住 所                     

 

 

氏名                     ㊞

（担当者     所属      電話     ）

 

 大容量泡放水砲用屋外給水施設を設置したので、石油コンビナート等災害防止法第15条

第２項の規定に基づき届け出ます。 

事 業 所 の 設 置 の

場 所 及 び 名 称

 

                  電話 

石油コンビナート等災害防止法第16条第４項の

規定に基づき自衛防災組織に備え付けるべき化

学消防自動車等の種類と台数 

 

種 別
 

 水 

 

源 水 量
 

       ㎥
他の給水用設備等と

の兼用の有無 

 

消火栓 

の個数 

 

                   個（別添図書のとおり）配 

 

管 総 延 長
 

       ｍ
他の給水用設備等と

の兼用の有無 

 

全 揚 程

 

       ｍ

 

吐出量 

 

       ｌ/min 

加

圧

ポ

ン

プ 
基 数

  

       基
他の給水用設備等と

の兼用の有無 

 

非 常 電 源 非常電源専用受電設備、自家発電設備、その他（        ）

消

火

用

屋

外

給

水

施

設 

代

替

施

設 

  （別添図書のとおり） 

着 工 年 月 日                 年   月   日 

完 成 年 月 日                 年   月   日 

※受 付 欄 ※手 数 料 ※備         考 

  

法人にあつてはその名称 
及び代表者の氏名 
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備考 

 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

 ２ 水量は、連続して取水が可能な量を記入すること。 

 ３ 加圧ポンプが二以上ある場合には、当該加圧ポンプごとに必要な事項を記入するこ

と。 

 ４ 届出書に添付すべき別添図書は、次のとおりとすること。 

  (1) 水源 

ア 他の給水用設備等と兼用している場合は、それぞれに供給する水量を明示した

もの（計算根拠を示すもの及び図面を含む。） 

イ 設計給水能力を説明したもの。 

ウ 水源が貯水槽、プール等である場合は、その構造を明示したもの。 

(2) 配管 

ア 加圧ポンプと末端の消火栓との間の配管（加圧ポンプの吸込側の配管を含む。）

の口径及び長さ並びに接手及び弁類の状況を示したもの。 

イ 配管の摩擦損失等の計算根拠を示すもの。 

ウ 配管の施工方法を明示したもの。 

(3) 消火栓の個数等 

ア 各施設地区の配置及び名称並びに第四類の危険物及び高圧ガスを扱う施設の位

置を明示したもの。 

イ 水源、加圧ポンプ、配管系統、消火栓、仕切弁等の位置を明示したもの（他の

給水用設備等と兼用するものについては、その旨を明示したもの）。 

(4) 加圧ポンプ 

ア 加圧ポンプの性能及び容量の算出根拠を示すもの。 

イ 駆動機等の容量の算出根拠を示すもの。 

ウ 他の給水用設備等と兼用している場合は、それぞれの設備の送水能力を説明す

るもの。 

エ 非常電源（非常電源専用受電設備にあつては、給電が別系統であるもの）の系

統を説明するもの。 

(5) 消火栓に代替できる貯水槽、プール、海等については、(3)の別添図書に明示す

ること。 

 ５ ※印欄は、記入しないこと。 
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様式第５（第 24 条関係） 
（その１） 

防災要員及び防災資機材等現況届出書 
年   月   日 

市町村長（都道府県知事）殿 

届出者 

住 所                      

 

 

氏名                     ㊞  

                （担当者     所属      電話     ）

 

自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況について、石油コンビナート等災害防

止法第16条第５項の規定に基づき届け出ます。 

事 業 所 の 設 置 の

場 所 及 び 名 称

 

 

石油の貯蔵・取扱量 kl 高圧ガスの処理量 N ㎥

指定施設における第四類危険物の取

扱量の指定数量に対する倍数 
倍

石油の貯蔵量の指定数量

に対する倍数 
倍

送泡設備付きタンクの有無  

石油を貯蔵する高さ 1.5ｍ以上の屋外貯蔵タンクの有無  

石油を貯蔵し、又は取り扱う高さ 20ｍ以上の建物その他の工作物の有無  

浮きぶた付きのタンクのうち浮きぶたが

屋根を兼ねるもの 
ｍ

浮きぶた付きのタンクのうち浮きぶたが

屋根を兼ねるもの以外のもの 
ｍ

第一石油類又は第二石油類 ｍ

石油を貯蔵する屋

外貯蔵タンクの型

別及び石油類別の

タンクの直径のう

ち最大のもの 
その他の 

タ ン ク 
第三石油類又は第四石油類 ｍ

特定移送取扱所の配管の延長 ｍ

特定移送取扱所の配管に係る最大常用圧力              kg／ｃ㎡

※受  付  欄 ※備         考 

  

 

法人にあつてはその名称 
及び代表者の氏名 
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（その２） 
防  災  資  機  材  等 防災要員

種   類 
自衛防災組織に備

え付けるべき数量

共同防災組織を

設置した場合に

減ずることがで

きる数量 

現に備え付けて

いる数量及び性

能 

１台（隻）

につき置

いている

人員 

大型化学消防車     

大型高所放水車     

泡原液搬送車     

甲種普通化学消防車     

普通消防車     

小型消防車     

普通高所放水車     

乙種普通化学消防車     

大型化学高所放水車     

可搬式放水銃     

大型泡放水砲     

普通泡放水砲     

耐 熱 服     

空気呼吸器又は酸素

呼吸器 
    

泡消火薬剤     

オイルフェンス     

オイルフェンス展張

船 
    

油回収船     

合    計     

指 揮 者 人

その他の防災資機材等 

 

その他の 

防災要員 
人

防災要員 自衛防災組織に備え

付けるべき大容量泡

放水砲の放水能力 

現に備え付けている大

容量泡放水砲の数量及

び放水能力 

備付けの場所 

大容量泡

放水砲等 

  
    人

※備          考 
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別 紙 

 

大容量泡放水砲用防災資機材等 

 

種   類 
自衛防災組織に現に備え付け

ている数量及び性能等 
備付けの場所 

ポ ン プ   

混合装置   

ホース   

大容量泡放水砲用

泡消火薬剤 
  

その他の防災資機

材等 
  

※ 備             考 
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備考 

 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

 ２ 様式（その１）について 

(1) 指定数量に対する倍数の欄には、移送取扱所又は移動タンクに係る分を除いて計

算した倍数の合計を記入すること。 

(2) 浮きぶた付きのタンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のものの欄には、

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第18条の

２で定める浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外

のものの直径を記入すること。 

(3) 特定移送取扱所（危険物の規制に関する規則第28条の52に定めるものをいう。）

の配管の延長の欄には、特定移送取扱所（海底に設置されているものを除く。）の

うちの最長の配管の延長を記入すること。 

 ３ 様式（その２）について 

(1) 自衛防災組織に備え付けるべき数量の欄には、石油コンビナート等災害防止法施

行令第８条から第18条（第13条を除く。）までの規定により備え付けるべき数量を

記入すること。 

(2) 共同防災組織を設置した場合に減ずることができる数量の欄には、石油コンビナ

ート等災害防止法第19条第４項の規定に基づき減ずることができる数量を記入する

こと。 

(3) 現に備え付けている数量及び性能の欄には、石油コンビナート等災害防止法施行

令第８条から第12条まで及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災

組織等に関する省令第18条から第23条の２（第19条の２を除く。）までに定める能

力以上の能力を有するものの数量及びその能力を記入すること。 

(4) １台（隻）につき置いている人員の欄には、石油コンビナート等災害防止法施行

令第７条及び第21条の規定により置いている防災要員の数（同一の種類の防災資機

材等を２以上備え付けており、当該防災資機材等につき置いている防災要員の数が

同一でない場合は、それぞれの数）を記入すること。 

(5) その他の防災資機材等の欄には、種類の欄に記載のないもの又は石油コンビナー

ト等災害防止法施行令若しくは石油コンビナート等における特定防災施設等及び防

災組織等に関する省令に定める能力未満の防災資機材等の名称、数量及び能力を記

入すること。 

(6) 石油コンビナート等災害防止法施行令第13条第１項の規定に基づき大容量泡放

水砲を備え付けている場合には、石油コンビナート等における特定防災施設等及び

防災組織等に関する省令第19条の２及び第19条の４に関する防災資機材等について

別紙の用紙を添付すること。 

(7) 石油コンビナート等災害防止法施行令第７条第５項及び第21条第１項第３号イ

の規定に基づき、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関

する省令第17条の２の２第１項及び第26条の２の２第２項に規定する装置又は機械

器具を有し、又は搭載している防災資機材等を備え付けている場合には、第17条の

２の２第２項から第５項まで、第17条の３第１項及び第26条の２の２第２項の要件

に適合していることを説明する別添図書を添付すること。 

(8) 石油コンビナート等災害防止法施行令第８条第２項に規定する送泡設備付きタ

ンクがある場合には、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等

に関する省令第18条の４から第18条の８まで及び第 19条の３の要件に適合している

ことを説明する別添図書を添付すること。 

(9) 石油コンビナート等災害防止法施行令第16条第２項の規定に基づき、大型化学高

所放水車を備え付けている場合には、石油コンビナート等における特定防災施設等
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及び防災組織等に関する省令第20条の要件に適合していることを説明する別添図書

を添付すること。 

 ４ 別紙について 

(1) その他の防災資機材等の欄には、種類の欄に記載のないものの名称、数量及び能

力を記入すること。 

(2) 備付けの場所の欄には、防災資機材等を備え付ける場所の名称を記入すること。 

 ５ ※印欄には、記入しないこと。 
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様式第８（第29条関係） 

 （その１） 

共同防災組織設置（変更）届出書 

年   月   日 

市町村長（都道府県知事）殿 

届出者 

住 所                        

 

 

氏名                       ㊞   

                 

共同防災組織を設置（変更）したので、石油コンビナート等災害防止法第19条第３項の

規定に基づき届け出ます。 

名 称 
 

共 同 防 災 

組   織 
事 務 所 の 住 所 

 

共同防災組織に係る特定事業

所の設置の場所及び名称 

 

共 同 防 災 規 程 （別添のとおり）

共同防災規程

制定（変更）

年月日 

年  月  日 

※受  付  欄 ※備         考 

  

 

共同防災組織を設置する特定事業者の名称 
法人にあつてはその名称及び代表者の氏名 
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（その２） 
防  災  資  機  材  等 防災要員 

種     類 

共 同 防災組

織 に 係る特

定 事 業所の

う ち 最大の

数 量 を備え

付 け る特定

事 業 所の数

量 

共同防災組織に現

に備え付けている

数量及び性能 

備付けの

場所 

１台（隻）

につき置

いている

人員 

勤務又は

待機の場

所 

大型化学消防車      

大型高所放水車      

泡原液搬送車      

甲種普通化学消防車      

普通消防車      

小型消防車      

普通高所放水車      

乙種普通化学消防車      

大型化学高所放水車      

可搬式放水銃      

大型泡放水砲      

普通泡放水砲      

耐 熱 服      

空気呼吸器又は酸素

呼吸器 
     

泡消火薬剤      

オイルフェンス      

オイルフェンス展張

船 
     

油回収船      

合     計      

指揮者 人その他の防災資機材

等 
 

その他の防災要員 人

共同防災組織に備

え付けるべき大容

量泡放水砲の放水

能力 

共同防災組織

に現に備え付

けている大容

量泡放水砲の

数量及び放水

能力 

備付けの場所 防災要員 

大容量泡放水砲等 

   人

※備          考 
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別 紙 

大容量泡放水砲用防災資機材等 

種   類 
共同防災組織に現に備え付け

ている数量及び性能等 
備付けの場所 

ポ ン プ   

混合装置   

ホース   

大容量泡放水砲用泡 

消火薬剤 
  

その他の防災資機材等 
 

 

 

防 災 要 員 

勤務又は待機の場所 

 

※ 備             考 
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備考 

 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

 ２ 様式（その１）について 

   共同防災組織に係る特定事業所の設置の場所及び名称の欄には、すべての特定事業

所について記入するものとし、すべての特定事業所について記入できない場合にあつ

ては、別紙として添付すること。 

 ３ 様式（その２）について 

(1) 備付けの場所の欄には、防災資機材等を備え付ける場所の名称を記入すること。 

(2) １台（隻）につき置いている人員の欄には、石油コンビナート等災害防止法施行

令第20条の規定により置いている防災要員の数（同一の種類の防災資機材等を２以

上備え付けており、当該防災資機材等につき置いている防災要員の数が同一でない

場合は、それぞれの数）を記入すること。 

(3) 勤務又は待機の場所の欄には、防災要員の勤務又は待機の場所の名称及び位置

（同一場所でない場合は、それぞれの名称、位置及び防災要員の数）を記入するこ

と。 

(4) その他の防災資機材等の欄には、種類の欄に記載のないもの又は石油コンビナー

ト等災害防止法施行令若しくは石油コンビナート等における特定防災施設等及び防

災組織等に関する省令に定める能力未満の防災資機材等の名称、数量及び能力を記

入すること。 

(5) 石油コンビナート等災害防止法施行令第13条第１項の規定に基づき大容量泡放

水砲を備え付けている場合には、石油コンビナート等における特定防災施設等及び

防災組織等に関する省令第19条の２及び第19条の４に関する防災資機材等について

別紙の用紙を添付すること。 

(6) 石油コンビナート等災害防止法施行令第20条第１項第４号イの規定に基づき、石

油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第26条の２

の２第１項に規定する装置又は機械器具を有し、又は搭載している防災資機材等を

備え付けている場合には、同項及び第26条の３第１項の要件に適合していることを

説明する別添図書を添付すること。 

(7) 石油コンビナート等災害防止法施行令第20条第１項第５号において準用する第

16条第２項の規定に基づき、大型化学高所放水車を備え付けている場合には、石油

コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第20条の要件

に適合していることを説明する別添図書を添付すること。 

 ４ 別紙について 

(1) その他の防災資機材等の欄には、種類の欄に記載のないものの名称、数量及び能

力を記入すること。 

(2) 備付けの場所の欄には、防災資機材等を備え付ける場所の名称を記入すること。 

(3) 勤務又は待機の場所の欄には、防災要員の勤務又は待機の場所の名称及び位置

（同一場所でない場合は、それぞれの名称、位置及び防災要員の数）を記入するこ

と。 

 ５ ※印欄には、記入しないこと。 
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様式第８の２（第31条関係） 

 

広域共同防災組織設置（変更）届出書 

年   月   日 

都道府県知事（主務大臣）殿 

届出者 

住 所                        

 

 

氏名                       ㊞   

                 

広域共同防災組織を設置（変更）したので、石油コンビナート等災害防止法第19条の２

第４項の規定に基づき届け出ます。 

名 称 
 

広 域 共 同 

防 災 組 織 
事 務 所 の 住 所 

 

広域共同防災組織に係る特定

事業所の設置の場所及び名称 

 

広域共同防災規程 （別添のとおり） 

広 域 共 同 防 災

規程制定（変更）

年月日 

年  月  日 

※受  付  欄 ※備         考 

  

 

広域共同防災組織を設置する特定事業者の名称 
法人にあつてはその名称及び代表者の氏名 
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別 紙 

大 容 量 泡 放 水 砲 

広域共同防災組織に備

え付けるべき大容量泡

放水砲の放水能力 

広域共同防災組織に

現に備え付けている

大容量泡放水砲の数

量及び放水能力 

備付けの場所 

大容量泡放水砲 

   

大容量泡放水砲用防災資機材等 

種   類 
広域共同防災組織に現に備え

付けている数量及び性能等 
備付けの場所 

ポ ン プ   

混合装置   

ホース   

大容量泡放水砲用泡 

消火薬剤 
  

その他の防災資機材等 
 

 

 

防 災 要 員 

                                     人 

勤務又は待機の場所 

 

※ 備             考 
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備考  

１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

 ２ 広域共同防災組織に係る特定事業所の設置の場所及び名称の欄には、すべての特定

事業所について記入するものとし、すべての特定事業所について記入できない場合に

あつては、別紙として添付すること。 

 ３ 別紙について 

(1) その他の防災資機材等の欄には、種類の欄に記載のないものの名称、数量及び能

力を記入すること。 

(2) 備付けの場所の欄には、防災資機材等を備え付ける場所の名称を記入すること。 

(3) 勤務又は待機の場所の欄には、防災要員の勤務又は待機の場所の名称及び位置

（同一場所でない場合は、それぞれの名称、位置及び防災要員の数）を記入する

こと。 

 ４ ※印欄には、記入しないこと。 
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石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
に
お
け
る
特
定
防
災
施
設
等
及
び
防
災
組
織
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
に
お
け
る
特
定
防
災
施
設
等
及
び
防
災
組
織
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
一
節
～
第
五
節

（
略
）

第
一
節
～
第
五
節

（
略
）

第
二
章

（
略
）

第
二
章

（
略
）

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
三
章

（
略
）

第
三
章

（
略
）

第
四
章

広
域
共
同
防
災
組
織
（
第
三
十
条
―
第
三
十
二
条
）

第
五
章

定
期
報
告
（
第
三
十
三
条
）

第
四
章

定
期
報
告
（
第
三
十
条
）

（
設
置
）

（
設
置
）

第
七
条

特
定
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
事
業

第
七
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
石
油

所
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
消
火
用
屋
外
給
水
施
設
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九

ら
な
い
。

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
並
び
に
第
十
五
条

一

そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消

害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
。
以
下
「
令
」

防
車
、
普
通
消
防
車
、
小
型
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
（
以
下
「

と
い
う
。
）
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
並
び
に
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第

大
型
化
学
消
防
車
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

三
項
の
規
定
に
よ
り
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通

に
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
消
火
用
屋
外
給
水
施
設
（
以
下
「
屋
外
給
水
施

消
防
車
、
小
型
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
（
以
下
「
大
型
化
学

設
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

消
防
車
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

消
防

車
用
屋
外
給
水
施
設

二

そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
令
第
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
大
容
量
泡
放
水
砲
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

大
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容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設

（
能
力
）

（
能
力
）

第
八
条

消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
の
能
力
に
関
す
る
基
準
は
、
令
第
八
条
か

第
八
条

屋
外
給
水
施
設
の
能
力
に
関
す
る
基
準
は
、
令
第
八
条
か
ら
第
十
条

ら
第
十
条
ま
で
並
び
に
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

ま
で
並
び
に
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
事
業

特
定
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
型
化
学

所
の
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
型
化
学
消
防
車
等

消
防
車
等
の
放
水
能
力
の
合
計
に
、
当
該
大
型
化
学
消
防
車
等
の
う
ち
放
水

の
放
水
能
力
の
合
計
に
、
当
該
大
型
化
学
消
防
車
等
の
う
ち
放
水
能
力
が

能
力
が

大
の
大
型
化
学
消
防
車
等
の
放
水
能
力
を
加
算
し
た
放
水
能
力
（

大
の
大
型
化
学
消
防
車
等
の
放
水
能
力
を
加
算
し
た
放
水
能
力
（
以
下
「
総

以
下
「
総
放
水
能
力
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
百
二
十
分
継
続
し
て
放
水
す
る

放
水
能
力
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
百
二
十
分
継
続
し
て
放
水
す
る
こ
と
が
で

こ
と
が
で
き
る
量
の
水
を
供
給
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

き
る
量
の
水
を
供
給
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
の
能
力
に
関
す
る
基
準
は
、
当
該
特

定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
に
よ
り
百
二
十
分
継
続

し
て
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
量
の
水
を
供
給
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

（
位
置
）

（
位
置
）

第
九
条

消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
の
位
置
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り

第
九
条

屋
外
給
水
施
設
の
位
置
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

前
項
第
一
号
の
基
準
に
適
合
す
る
消
火
栓
等
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
な

２

前
項
第
一
号
の
基
準
に
適
合
す
る
消
火
栓
等
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
な

既
存
事
業
所
（
当
該
特
別
防
災
区
域
の
指
定
の
日
に
お
い
て
現
に
事
業
所
（

既
存
事
業
所
（
当
該
特
別
防
災
区
域
の
指
定
の
日
に
お
い
て
現
に
事
業
所
（

新
設
工
事
中
の
も
の
を
含
む
。
）
と
し
て
所
在
し
た
特
定
事
業
所
を
い
う
。

新
設
工
事
中
の
も
の
を
含
む
。
）
と
し
て
所
在
し
た
特
定
事
業
所
を
い
う
。

以
下
本
則
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

以
下
本
則
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
当
該
通
路
上
の
大
型
化
学
消
防
車
等
の
通
行
に
支
障
を
来
さ
な
い
位
置
に

、
当
該
通
路
上
の
大
型
化
学
消
防
車
等
の
通
行
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
位
置

設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
の
位
置
に
関
す
る
基
準
は
、
消
火
栓

等
が
大
型
化
学
消
防
車
等
の
通
行
に
支
障
を
来
さ
な
い
場
所
に
あ
る
こ
と
と

す
る
。

（
構
造
）

（
構
造
）

第
十
条

消
火
栓
を
有
す
る
消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
の
構
造
に
関
す
る
基
準

第
十
条

消
火
栓
を
有
す
る
屋
外
給
水
施
設
の
構
造
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
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は
、
次
の
各
号
（
既
存
事
業
所
に
既
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
に
あ
つ
て
は

各
号
（
既
存
事
業
所
に
既
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号

、
第
一
号
及
び
第
三
号
）
に
掲
げ
る
各
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ

及
び
第
三
号
）
に
掲
げ
る
各
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

る
要
件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

該
当
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

一

消
火
栓

一

消
火
栓

イ

接
続
口
は
、
双
口
で
あ
る
こ
と
。

イ

吸
管
接
続
口
は
、
双
口
で
あ
る
こ
と
。

ロ

接
続
口
は
、
地
盤
面
か
ら
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
〇
・
八
メ
ー
ト
ル

ロ

吸
管
接
続
口
は
、
地
盤
面
か
ら
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
〇
・
八
メ
ー

以
下
の
高
さ
で
あ
る
こ
と
。

ト
ル
以
下
の
高
さ
で
あ
る
こ
と
。

ハ

接
続
口
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
の
結
合
金
具
の
技

ハ

吸
管
接
続
口
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
の
結
合
金
具

術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
四
年
自
治
省
令
第
二
号
）
第
三
条

の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
四
年
自
治
省
令
第
二
号
）
第

又
は
消
防
用
ホ
ー
ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金

三
条
又
は
消
防
用
ホ
ー
ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結

具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
四
年
自
治
省
令
第
三
号
）

合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
四
年
自
治
省
令
第
三

第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
呼
称
七
十
五
の
寸
法
の
結
合
金
具
を
有
す

号
）
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
呼
称
七
十
五
の
寸
法
の
結
合
金
具
を

る
消
防
用
ホ
ー
ス
（
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七

有
す
る
消
防
用
吸
管
に
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
消
防
用
ホ
ー
ス
を
い
う

。
以
下
「
ホ
ー
ス
」
と
い
う
。
）
又
は
消
防
用
吸
管
に
結
合
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

貯
水
槽
に
係
る
消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
の
構
造
に
関
す
る
基
準
は
、
次

２

貯
水
槽
に
係
る
屋
外
給
水
施
設
の
構
造
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り

の
と
お
り
と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

３

消
火
栓
を
有
す
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
の
構
造
に
関
す
る

基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
各
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

一

消
火
栓

イ

第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
消
火
栓
を
有
す
る
消
防
車
用
屋
外
給
水

施
設
の
消
火
栓
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

接
続
口
は
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
に
よ
り
有
効
に
取

水
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

接
続
口
は
、
消
防
法
施
行
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
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る
結
合
金
具
（
第
十
九
条
の
二
第
三
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
「
結
合
金

具
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
ホ
ー
ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
結
合
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

配
管

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
消
火
栓
を
有
す
る
消
防
車
用
屋
外
給

水
施
設
の
配
管
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

加
圧
ポ
ン
プ

イ

第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
消
火
栓
を
有
す
る
消
防
車
用
屋

外
給
水
施
設
の
加
圧
ポ
ン
プ
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
に
よ
る
放
水
に
必
要
な
水
を
十
分

に
供
給
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４

貯
水
槽
に
係
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
の
構
造
に
関
す
る
基

準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
貯
水
槽
に
係
る
消
防
車
用
屋
外

給
水
施
設
の
構
造
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

取
水
部
分
に
お
け
る
地
盤
面
か
ら
貯
水
槽
の
底
面
ま
で
の
深
さ
が
五
・

五
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
技
術
上

の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
自
治
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下

「
規
格
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
適
合
す
る
水
中
ポ
ン
プ
を
使
用
し

て
取
水
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
に
よ
り
有
効
に
取
水
で
き
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

（
他
の
施
設
と
の
兼
用
の
禁
止
）

（
他
の
設
備
と
の
兼
用
の
禁
止
）

第
十
一
条

消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
及
び
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施

第
十
一
条

屋
外
給
水
施
設
は
、
他
の
給
水
用
又
は
貯
水
用
の
施
設
と
兼
用
し

設
は
、
他
の
給
水
用
又
は
貯
水
用
の
施
設
と
兼
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
水
量

し
、
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
水
量
の
給
水
を
行
つ
た
場
合

の
給
水
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
も
総
放
水
能
力
に
相
当
す
る
余
力
を
有
す

に
お
い
て
も
総
放
水
能
力
又
は
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
に
相
当
す

る
施
設
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
余
力
を
有
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
及
び
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
は
、

総
放
水
能
力
と
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
と
を
合
算
し
た
放
水
能
力
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に
よ
り
百
二
十
分
継
続
し
て
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
量
の
水
を
供
給
す
る

こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
前
二
条
に
規
定
す
る
消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
の
位

置
及
び
構
造
に
関
す
る
基
準
並
び
に
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
の

位
置
及
び
構
造
に
関
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
合
に
限
り
、
兼

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
と
大

容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
と
を
兼
ね
る
消
火
用
屋
外
給
水
施
設
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
消
防
車
用
屋
外
給
水

施
設
及
び
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
消
防
車
用

屋
外
給
水
施
設
と
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
と
を
兼
ね
る
消
火
用

屋
外
給
水
施
設
」
と
、
「
総
放
水
能
力
又
は
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能

力
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
放
水
能
力
と
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
と

を
合
算
し
た
放
水
能
力
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
代
替
措
置
）

（
代
替
措
置
）

第
十
二
条

令
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

第
十
二
条

令
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
特
定
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大

り
当
該
特
定
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大

型
化
学
消
防
車
等
の
う
ち

大
の
放
水
能
力
を
有
す
る
も
の
に
よ
り
百
二
十

型
化
学
消
防
車
等
の
う
ち

大
の
放
水
能
力
を
有
す
る
も
の
に
よ
り
百
二
十

分
継
続
し
て
取
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
量
の
水
を
常
時
取
水
す
る
こ
と
が
で

分
継
続
し
て
取
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
量
の
水
を
常
時
取
水
す
る
こ
と
が
で

き
る
河
川
等
が
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
火
栓
等
を
設
置
す
べ
き

き
る
河
川
等
が
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
火
栓
等
を
設
置
す
べ
き

位
置
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
長
等
が
適
当
と
認
め
た
と
き
は
当
該

位
置
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
長
等
が
適
当
と
認
め
た
と
き
は
当
該

箇
所
に
消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
の
消
火
栓
等
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
と

箇
所
に
消
火
栓
等
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

み
な
す
。

２

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
長
等
が
適

当
と
認
め
た
と
き
は
、
特
定
事
業
所
に
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設

が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

一

自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
に
よ
り
百
二
十
分
継
続
し
て
送
水
す

る
こ
と
が
で
き
る
量
の
水
を
、
当
該
特
定
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
に
備

え
付
け
ら
れ
て
い
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
（
第
十
九
条
の

二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
に
代
え
て
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備
え
付
け
て
い
る
も
の
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
用
い
て
常

時
有
効
に
取
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
河
川
等
が
あ
る
場
合

二

当
該
特
定
事
業
所
に
第
九
条
第
三
項
及
び
第
十
条
第
三
項
又
は
第
四
項

に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
給
水
施
設
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当

該
特
定
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
大
容
量
泡
放

水
砲
用
防
災
資
機
材
等
を
用
い
て
常
時
有
効
に
取
水
す
る
こ
と
が
で
き
る

河
川
等
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
給
水
施
設
及
び
当
該
河
川
等
か
ら

、
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
に
よ
り
百
二
十
分
継
続
し
て
放
水
す

る
こ
と
が
で
き
る
量
の
水
を
常
時
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

３

前
項
第
二
号
の
給
水
施
設
は
、
前
条
、
第
十
七
条
の
二
第
三
号
及
び
第
十

九
条
の
二
第
四
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
大
容
量
泡
放
水
砲

用
屋
外
給
水
施
設
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
自
衛
防
災

組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
あ
る
の
は
「
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力

か
ら
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
河
川
等
か
ら
取
水
す
る
水
に
係
る
放
水
能

力
を
差
し
引
い
た
放
水
能
力
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
経
過
措
置
が
適
用
さ
れ
る
特
定
防
災
施
設
等
）

（
経
過
措
置
が
適
用
さ
れ
る
特
定
防
災
施
設
等
）

第
十
七
条

令
第
二
十
五
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
特
定
防
災
施
設
等

第
十
七
条

令
第
二
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
特
定
防
災
施
設
等

は
、
消
火
用
屋
外
給
水
施
設
と
す
る
。

は
、
屋
外
給
水
施
設
と
す
る

第
二
章

自
衛
防
災
組
織
等

第
一
節

自
衛
防
災
組
織

（
大
容
量
泡
放
水
砲
等
に
係
る
防
災
要
員
）

第
十
七
条
の
二

令
第
七
条
第
三
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
人
数
は
、

当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
て
い
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材

等
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
人
数
を
合
算
し
た
人
数
と
す
る
。

た
だ
し
、
大
容
量
泡
放
水
砲
及
び
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
の
設

置
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
市
町
村
長
等
が
適
当
と
認
め
た
と

き
は
、
そ
の
人
数
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
十
九
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
ポ
ン
プ

各
一
台
に
つ
き
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二
人

二

第
十
九
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
水
と
大
容
量
泡
放
水
砲
用

泡
消
火
薬
剤
と
を
混
合
し
、
適
正
な
濃
度
の
泡
水
溶
液
に
す
る
た
め
の
混

合
装
置

各
一
台
に
つ
き
二
人

三

大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
（
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な

さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
河
川
等
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
水
部
分
か
ら
浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク

（
令
第
十
三
条
第
一
項
の
浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
を
い
う
。
）
ま

で
ホ
ー
ス
を
展
張
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
ホ
ー
ス
の
長
さ
（
大
容
量
泡

放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
の
取
水
部
分
又
は
浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン

ク
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
各
取
水
部
分
か
ら
各
浮
き
屋
根
式

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
ま
で
ホ
ー
ス
を
展
張
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る

そ
れ
ぞ
れ
の
ホ
ー
ス
の
長
さ
の
う
ち

も
長
い
ホ
ー
ス
の
長
さ
）
を
二
百

メ
ー
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

切
り
上
げ
た
数
）
に
相
当
す
る
人
数

（
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
）

（
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
）

第
十
七
条
の
二
の
二

令
第
七
条
第
六
項
の
防
災
要
員
の
行
う
防
災
活
動
に
お

第
十
七
条
の
二

令
第
七
条
第
五
項
の
防
災
要
員
の
行
う
防
災
活
動
に
お
け
る

け
る
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
で
総
務
省
令
で
定
め
る

作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水

二

大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水

車
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
ホ
ー
ス
を
積
載
で
き
、
か
つ
、
当
該
ホ
ー
ス

車
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
消
防
用
ホ
ー
ス
（
以
下
「
ホ
ー
ス
」
と
い
う

を
運
搬
及
び
延
長
で
き
る
器
具
（
以
下
「
ホ
ー
ス
延
長
用
資
機
材
」
と
い

。
）
を
積
載
で
き
、
か
つ
、
当
該
ホ
ー
ス
を
運
搬
及
び
延
長
で
き
る
器
具

う
。
）

（
以
下
「
ホ
ー
ス
延
長
用
資
機
材
」
と
い
う
。
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
特
定
事
業
所
の
要
件
及
び
防
災
要
員
）

（
特
定
事
業
所
の
要
件
及
び
防
災
要
員
）
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第
十
七
条
の
三

令
第
七
条
第
六
項
の
特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要

第
十
七
条
の
三

令
第
七
条
第
五
項
の
特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要

件
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
を
有
し
、
又
は

件
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
を
有
し
、
又
は

搭
載
し
て
い
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
ご
と
に
、
そ
れ
そ
れ
当

搭
載
し
て
い
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
ご
と
に
、
そ
れ
そ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

２

前
項
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
に
係
る
令
第
七
条
第
六
項
の
総
務
省
令
で

２

前
項
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
に
係
る
令
第
七
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
人
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
人
数
と
す
る
。

定
め
る
人
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
人
数
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

（
大
型
化
学
消
防
車
等
）

（
大
型
化
学
消
防
車
等
）

第
十
八
条

令
第
八
条
第
一
項
の
大
型
の
化
学
消
防
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定

第
十
八
条

令
第
八
条
第
一
項
の
大
型
の
化
学
消
防
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定

め
る
も
の
は
、
規
格
省
令
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車

め
る
も
の
は
、
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て

六
十
一
年
自
治
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
規
格
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二

、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

条
第
二
号
に
規
定
す
る
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
消

防
ポ
ン
プ
自
動
車
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

２
～
８

（
略
）

２
～
８

（
略
）

９

令
第
十
六
条
第
二
項
の
大
型
化
学
消
防
車
で
、
高
所
か
ら
放
水
で
き
る
性

９

令
第
十
五
条
第
二
項
の
大
型
化
学
消
防
車
で
、
高
所
か
ら
放
水
で
き
る
性

能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
一
項
第
二
号
及

能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
一
項
第
二
号
及

び
第
三
号
並
び
に
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
と
す
る

び
第
三
号
並
び
に
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
と
す
る

。

。

（
大
容
量
泡
放
水
砲
等
）

第
十
九
条
の
二

令
第
十
三
条
第
一
項
の
泡
放
水
砲
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

消
火
の
機
能
を
有
効
に
発
揮
す
る
泡
を
タ
ン
ク
内
に
到
達
さ
せ
る
能
力

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

容
易
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

泡
を
放
射
す
る
筒
先
は
、
方
向
及
び
角
度
を
操
作
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。
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四

泡
を
放
射
す
る
筒
先
及
び
そ
の
周
囲
の
部
分
を
輻
射
熱
か
ら
保
護
す
る

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２

令
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
放
水
能
力
は
、
泡
を
放
射
す
る
筒
先

の
基
部
に
お
け
る
圧
力
が
〇
・
七
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
場
合
に
お
け
る
放
水
能

力
と
す
る
。

３

令
第
十
三
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
防
災
資
機
材
等
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一

第
三
号
に
規
定
す
る
ホ
ー
ス
の
使
用
圧
（
折
れ
曲
が
つ
た
部
分
の
な
い

状
態
に
お
け
る
ホ
ー
ス
に
通
水
し
た
場
合
の
常
用

高
使
用
水
圧
を
い
う

。
第
三
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
な
い
ポ
ン
プ
（
消
防
法
施
行
令

第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
動
力
消
防
ポ
ン
プ
を
い
う
。
）

二

水
と
大
容
量
泡
放
水
砲
用
泡
消
火
薬
剤
と
を
混
合
し
、
適
正
な
濃
度
の

泡
水
溶
液
に
す
る
た
め
の
混
合
装
置

三

次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
ホ
ー
ス

イ

結
合
金
具
を
両
端
に
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

ホ
ー
ス
の
使
用
圧
に
十
分
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

ホ
ー
ス
同
士
が
確
実
に
結
合
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４

令
第
十
三
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
大
容
量
泡
放
水
砲
及
び

大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
の
使
用
時
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
使
用
時
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
当
該
特
定
事
業
所
の
大
容
量
泡
放

水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
か
ら
、
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
に
よ
る

放
水
に
必
要
な
量
の
水
を
百
二
十
分
継
続
し
て
取
水
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。

二

使
用
時
に
お
い
て
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
取
水
し
た
水
を
、
百
二
十
分

継
続
し
て
大
容
量
泡
放
水
砲
用
泡
消
火
薬
剤
と
混
合
し
、
適
正
な
濃
度
の

泡
水
溶
液
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三

使
用
時
に
お
い
て
、
前
号
の
泡
水
溶
液
を
、
大
容
量
泡
放
水
砲
が
消
火

の
機
能
を
有
効
に
発
揮
す
る
泡
を
タ
ン
ク
内
に
到
達
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
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る
圧
力
に
よ
り
、
大
容
量
泡
放
水
砲
の
筒
先
の
基
部
ま
で
百
二
十
分
継
続

し
て
送
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

５

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防

災
資
機
材
等
の
い
ず
れ
か
を
備
え
付
け
な
く
て
も
前
項
の
基
準
に
適
合
す
る

と
き
（
当
該
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
に
代
え
て
第
三
項
各
号
に

掲
げ
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
以
外
の
も
の
を
備
え
付
け
る
こ

と
に
よ
り
前
項
の
基
準
に
適
合
す
る
と
き
を
含
む
。
）
は
、
当
該
大
容
量
泡

放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
泡
消
火
薬
剤
の
量
に
係
る
特
例
）

（
泡
消
火
薬
剤
の
量
に
係
る
特
例
）

第
十
九
条
の
二
の
二

令
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
泡
消
火
薬
剤
を
備

第
十
九
条
の
二

令
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付

え
付
け
た
自
衛
防
災
組
織
で
、
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

け
た
自
衛
防
災
組
織
で
、
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ

に
つ
い
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
量
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
量
を
減
ず
る
も

い
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
量
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
量
を
減
ず
る
も
の
と

の
と
す
る
。

す
る
。

一

令
第
十
四
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え

一

令
第
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
泡
消
火
薬
剤
の
量

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
泡
消
火
薬
剤
の
量

二

令
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け

二

令
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け

た
泡
消
火
薬
剤
の
量
（
当
該
量
が
前
号
の
量
を
上
回
る
場
合
に
は
、
前
号

た
泡
消
火
薬
剤
の
量
（
当
該
量
が
前
号
の
量
を
上
回
る
場
合
に
は
、
前
号

の
量
）

の
量
）

（
送
泡
設
備
用
泡
消
火
薬
剤
）

（
送
泡
設
備
用
泡
消
火
薬
剤
）

第
十
九
条
の
三

令
第
十
四
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
泡
消
火
薬
剤
は

第
十
九
条
の
三

令
第
十
三
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
泡
消
火
薬
剤
は

、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
ふ
つ
素
た
ん
白
泡
消
火
薬
剤
又
は
水
成
膜

、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
ふ
つ
素
た
ん
白
泡
消
火
薬
剤
又
は
水
成
膜

泡
消
火
薬
剤
と
す
る
。

泡
消
火
薬
剤
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
大
容
量
泡
放
水
砲
用
泡
消
火
薬
剤
）

第
十
九
条
の
四

令
第
十
四
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
泡
消
火
薬
剤
は

、
消
防
法
施
行
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
泡
消
火
薬
剤
の

う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
消
防
庁
長
官
が
定
め
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る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

一

大
容
量
泡
放
水
砲
に
適
し
、
か
つ
、
耐
油
汚
染
性
、
耐
火
性
、
耐
密
封

性
等
の
性
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二

大
容
量
泡
放
水
砲
か
ら
放
出
し
た
泡
が
、
消
火
の
機
能
を
有
効
に
発
揮

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
代
替
措
置
）

（
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
代
替
措
置
）

第
二
十
条

令
第
十
六
条
第
二
項
（
令
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
準

第
二
十
条

令
第
十
五
条
第
二
項
（
令
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
該
特
定
事
業

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
該
特
定
事
業

所
に
お
け
る
通
路
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

所
に
お
け
る
通
路
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
、
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普

て
、
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普

通
消
防
車
、
小
型
消
防
車
及
び
普
通
高
所
放
水
車
に
代
え
て
、
大
型
化
学
高

通
消
防
車
、
小
型
消
防
車
及
び
普
通
高
所
放
水
車
に
代
え
て
、
大
型
化
学
高

所
放
水
車
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
支
障
な
く
消
火
活
動
が
で
き
る
こ
と

所
放
水
車
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
支
障
な
く
消
火
活
動
が
で
き
る
こ
と

と
す
る
。

と
す
る
。

（
可
搬
式
放
水
銃
等
）

（
可
搬
式
放
水
銃
等
）

第
二
十
一
条

令
第
十
五
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
可
搬
式
放
水
銃
等
は
、
次

第
二
十
一
条

令
第
十
四
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
可
搬
式
放
水
銃
等
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
同
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
数
は
、
当

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
同
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
数
は
、
当

該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
た
令
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
防
災

該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
た
令
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
防
災

資
機
材
等
の
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
防
災
資
機
材
等
各

資
機
材
等
の
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
防
災
資
機
材
等
各

一
台
又
は
各
一
基
に
つ
き
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
同

一
台
に
つ
き
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
表
の
上
欄
中

表
の
上
欄
中
泡
放
水
砲
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
お
け
る
屋
外
貯

泡
放
水
砲
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
お
け
る
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の

蔵
タ
ン
ク
の
配
置
及
び
通
路
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン

配
置
及
び
通
路
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
に
係
る
火

ク
に
係
る
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
も
、
当
該
泡
放
水
砲
を
用
い
な
い
で
有

災
が
発
生
し
た
場
合
に
も
、
当
該
泡
放
水
砲
を
用
い
な
い
で
有
効
な
消
火
活

効
な
消
火
活
動
が
で
き
る
も
の
と
市
町
村
長
等
が
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限

動
が
で
き
る
も
の
と
市
町
村
長
等
が
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

耐
熱
服

大
型
化
学
高
所
放
水
車

一
着

耐
熱
服

大
型
化
学
高
所
放
水
車

一
着

大
型
化
学
消
防
車

大
型
化
学
消
防
車

大
型
高
所
放
水
車

大
型
高
所
放
水
車
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普
通
高
所
放
水
車

普
通
高
所
放
水
車

甲
種
普
通
化
学
消
防
車

甲
種
普
通
化
学
消
防
車

乙
種
普
通
化
学
消
防
車

乙
種
普
通
化
学
消
防
車

普
通
消
防
車

普
通
消
防
車

小
型
消
防
車

小
型
消
防
車

大
容
量
泡
放
水
砲

一
着
に
当
該
大
容
量
泡

放
水
砲
に
他
の
ポ
ン
プ

を
介
さ
ず
に
結
合
さ
れ

る
ポ
ン
プ
一
台
に
つ
き

一
着
を
加
算
し
た
数

空
気
呼
吸
器
又
は

大
型
化
学
高
所
放
水
車

空
気
呼
吸
器
又
は

一
個

酸
素
呼
吸
器

大
型
化
学
消
防
車

一
個

酸
素
呼
吸
器

大
型
高
所
放
水
車

普
通
高
所
放
水
車

甲
種
普
通
化
学
消
防
車

乙
種
普
通
化
学
消
防
車

普
通
消
防
車

小
型
消
防
車

大
容
量
泡
放
水
砲

一
個
に
当
該
大
容
量
泡

放
水
砲
に
他
の
ポ
ン
プ

を
介
さ
ず
に
結
合
さ
れ

る
ポ
ン
プ
一
台
に
つ
き

一
個
を
加
算
し
た
数

（
固
定
放
射
設
備
等
に
よ
る
代
替
措
置
）

（
固
定
放
射
設
備
等
に
よ
る
代
替
措
置
）

第
二
十
一
条
の
二

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
で
令
第
八
条
か
ら
第

第
二
十
一
条
の
二

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
で
令
第
八
条
か
ら
第

十
二
条
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き

十
四
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
防
災
資
機
材
等
に
よ
つ
て
有
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防
災
資
機
材
等
に
よ
つ
て
有
効
な
防
災
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
が
期
待
で
き

効
な
防
災
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に

な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
お
い
て
、
必
要
な
範
囲
内
で
、
当
該
防
災
資
機

お
い
て
、
必
要
な
範
囲
内
で
、
当
該
防
災
資
機
材
等
に
代
え
て
、
固
定
放
射

材
等
に
代
え
て
、
固
定
放
射
設
備
又
は
消
防
艇
並
び
に
泡
消
火
薬
剤
及
び
可

設
備
又
は
消
防
艇
並
び
に
泡
消
火
薬
剤
及
び
可
搬
式
放
水
銃
等
を
次
項
か
ら

搬
式
放
水
銃
等
を
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
防
災
上

第
五
項
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
防
災
上
有
効
に
設
置
し
た
も
の
と
し

有
効
に
設
置
し
た
も
の
と
し
て
、
令
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

て
、
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該

を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
認
定
に
係
る
代
替
措
置
の
限
度
内
に
お
い
て
、

認
定
に
係
る
代
替
措
置
の
限
度
内
に
お
い
て
、
令
第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま

令
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る

で
の
規
定
に
よ
る
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
ず
、
又
は
そ
の
数
量
を
減
ず

防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
ず
、
又
は
そ
の
数
量
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る

る
こ
と
が
で
き
る
。

。
２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
第
二
項

３

第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
第
二
項

第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
令
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十

第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
令
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
は
、
第
一

五
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
固
定
放
射
設
備
を
設
置
す
る
場
合
に
準
用
す
る

項
の
固
定
放
射
設
備
を
設
置
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

。
４

第
二
項
、
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号

４

第
二
項
、
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号

並
び
に
令
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
五
条
の
規
定
は
、
第

並
び
に
令
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
消
防
艇
を
設
置

一
項
の
消
防
艇
を
設
置
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

５

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
第
一
項
の
固
定
放
射
設
備
又
は
消

５

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
第
一
項
の
固
定
放
射
設
備
又
は
消

防
艇
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に

防
艇
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に

、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
直
ち
に
防
災
活

、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
直
ち
に
防
災
活

動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
防
災
要
員
を
置
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
防
災
要
員
を
置
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

固
定
放
射
設
備
を
設
置
す
る
場
合

令
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び

一

固
定
放
射
設
備
を
設
置
す
る
場
合

令
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び

第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

さ
れ
る
大
型
化
学
消
防
車
等
の
代
替
す
る
台
数
に
二
を
加
え
た
数
の
人
員

さ
れ
る
大
型
化
学
消
防
車
等
の
代
替
す
る
台
数
に
二
を
加
え
た
数
の
人
員

二

（
略
）

二

（
略
）

（
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
の
規
格
）

（
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
の
規
格
）

第
二
十
二
条

令
第
十
七
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
規
格
は
、
次
の
と

第
二
十
二
条

令
第
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
規
格
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）
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（
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
展
張
船
の
展
張
能
力
及
び
隻
数
）

（
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
展
張
船
の
展
張
能
力
及
び
隻
数
）

第
二
十
三
条

令
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら

第
二
十
三
条

令
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
展
張
船
は
、
一
隻
又
は
二
隻
以
上
の
オ
イ
ル
フ
ェ
ン

な
い
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
展
張
船
は
、
一
隻
又
は
二
隻
以
上
の
オ
イ
ル
フ
ェ
ン

ス
展
張
船
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
オ
イ
ル

ス
展
張
船
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
オ
イ
ル

フ
ェ
ン
ス
を
一
時
間
以
内
に
展
張
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

フ
ェ
ン
ス
を
一
時
間
以
内
に
展
張
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（
油
回
収
船
及
び
油
回
収
装
置
）

（
油
回
収
船
及
び
油
回
収
装
置
）

第
二
十
三
条
の
二

令
第
十
八
条
第
二
項
の
油
回
収
装
置
を
積
載
し
て
海
面
に

第
二
十
三
条
の
二

令
第
十
七
条
第
二
項
の
油
回
収
装
置
を
積
載
し
て
海
面
に

流
出
し
た
石
油
の
回
収
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
船
舶
で
総
務
省
令
で

流
出
し
た
石
油
の
回
収
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
船
舶
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
（
以
下
「
補
助
船
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該

定
め
る
も
の
（
以
下
「
補
助
船
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該

当
す
る
船
舶
と
す
る
。

当
す
る
船
舶
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

令
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
油
回

２

令
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
油
回

収
船
又
は
油
回
収
装
置
は
、
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
条
件
の
下
に
お
い
て
、

収
船
又
は
油
回
収
装
置
は
、
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
条
件
の
下
に
お
い
て
、

次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
石
油
の
回
収
能
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
石
油
の
回
収
能
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
防
災
規
程
）

（
防
災
規
程
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

防
災
要
員
の
配
置
及
び
防
災
資
機
材
等
の
備
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

三

防
災
要
員
の
配
置
及
び
防
災
資
機
材
等
の
備
え
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

四
～
十
四

（
略
）

四
～
十
四

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７
（
略
）

第
三
章

共
同
防
災
組
織

第
三
章

共
同
防
災
組
織

（
共
同
防
災
組
織
に
お
け
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
の
備
付
け

に
係
る
基
準
）

第
二
十
六
条
の
二

令
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準

に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
当
該
自
衛
防
災
組
織
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
共
同
防
災
組
織
」
と
、
「
当
該
特
定
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
す

べ
て
の
構
成
事
業
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
）

（
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
）

第
二
十
六
条
の
二
の
二

令
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
の
防
災
要
員
の
行
う

第
二
十
六
条
の
二

令
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
防
災
要
員
の
行
う
防
災

防
災
活
動
に
お
け
る
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
で
総
務

活
動
に
お
け
る
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
で
総
務
省
令

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
も
の
と

で
定
め
る
も
の
は
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
も
の
と
す
る

す
る
。

。

２

令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
防
災
要
員
の
行
う
防
災
活
動
に
お
け

２

令
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
防
災
要
員
の
行
う
防
災
活
動
に
お
け
る

る
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も

作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

の
は
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
も
の

は
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
と

と
す
る
。

す
る
。

（
構
成
事
業
所
の
要
件
及
び
防
災
要
員
）

（
構
成
事
業
所
の
要
件
及
び
防
災
要
員
）

第
二
十
六
条
の
三

令
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

第
二
十
六
条
の
三

令
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
要
件
は
、
構
成
事
業
者
の
う
ち
に
、
そ
の
構
成
事
業
所
の
自
衛
防
災

定
め
る
要
件
は
、
構
成
事
業
者
の
う
ち
に
、
そ
の
構
成
事
業
所
の
自
衛
防
災

組
織
に
令
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

組
織
に
令
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
者
が
あ

り
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
者
が
あ

る
と
き
は
、
各
構
成
事
業
者
の
構
成
事
業
所
の
す
べ
て
が
第
十
七
条
の
三
第

る
と
き
は
、
各
構
成
事
業
者
の
構
成
事
業
所
の
す
べ
て
が
第
十
七
条
の
三
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

一
項
各
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
令
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
の

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
令
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
の

総
務
省
令
で
定
め
る
防
災
要
員
の
人
数
は
、
第
十
七
条
の
三
第
二
項
各
号
に

総
務
省
令
で
定
め
る
防
災
要
員
の
人
数
は
、
第
十
七
条
の
三
第
二
項
各
号
に

定
め
る
人
数
と
す
る
。

定
め
る
人
数
と
す
る
。

２

令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件

２

令
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は

は
、
構
成
事
業
者
が
、
そ
の
構
成
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
に
同
項
第
一
号

、
構
成
事
業
者
が
、
そ
の
構
成
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
に
同
項
第
一
号
の

の
規
定
に
よ
り
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

規
定
に
よ
り
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

合
に
は
、
第
十
七
条
の
三
第
一
項
第
五
号
又
は
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
甲
種

に
は
、
第
十
七
条
の
三
第
一
項
第
五
号
又
は
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
甲
種
普

普
通
化
学
消
防
車
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

通
化
学
消
防
車
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
総
務
省
令
で
定

の
場
合
に
お
い
て
、
令
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
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め
る
防
災
要
員
の
人
数
は
、
第
十
七
条
の
三
第
二
項
第
五
号
又
は
同
項
第
六

防
災
要
員
の
人
数
は
、
第
十
七
条
の
三
第
二
項
第
五
号
又
は
同
項
第
六
号
に

号
に
定
め
る
人
数
と
す
る
。

定
め
る
人
数
と
す
る
。

（
大
型
化
学
消
防
車
及
び
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
の
台
数
に
係
る
特
例
）

（
大
型
化
学
消
防
車
及
び
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
の
台
数
に
係
る
特
例
）

第
二
十
六
条
の
四

第
十
八
条
の
三
の
規
定
は
、
令
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号

第
二
十
六
条
の
四

第
十
八
条
の
三
の
規
定
は
、
令
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号

ロ
の
規
定
に
よ
り
大
型
化
学
消
防
車
又
は
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
を
備
え
付

ロ
の
規
定
に
よ
り
大
型
化
学
消
防
車
又
は
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
を
備
え
付

け
た
共
同
防
災
組
織
で
、
同
号
イ
又
は
ハ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に

け
た
共
同
防
災
組
織
で
、
同
号
イ
又
は
ハ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号

中
「
令
第
八
条
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号

中
「
令
第
八
条
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号

イ
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
令
第
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
二
十

イ
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
令
第
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
十
九

条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
と
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
令
第
九
条
本
文
」
と

条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
と
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
令
第
九
条
本
文
」
と

あ
る
の
は
「
令
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
令
第

あ
る
の
は
「
令
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
令
第

八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
と
読
み
替

八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。

（
泡
消
火
薬
剤
の
量
に
係
る
特
例
）

（
泡
消
火
薬
剤
の
量
に
係
る
特
例
）

第
二
十
六
条
の
五

第
十
九
条
の
二
の
規
定
は
、
令
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号

第
二
十
六
条
の
五

第
十
九
条
の
二
の
規
定
は
、
令
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号

ロ
の
規
定
に
よ
り
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け
た
共
同
防
災
組
織
で
、
同
号
イ

ロ
の
規
定
に
よ
り
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け
た
共
同
防
災
組
織
で
、
同
号
イ

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
第
十
九
条
の
二
第
一
号
中
「
令
第
十
四
条
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「

、
第
十
九
条
の
二
第
一
号
中
「
令
第
十
三
条
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「

令
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
イ
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
令
第
十
四
条
第
三

令
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
令
第
十
三
条
第
三

項
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
ロ
」
と
読
み
替
え
る
も
の

項
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

（
可
搬
式
放
水
銃
等
の
備
付
け
）

（
可
搬
式
放
水
銃
等
の
備
付
け
）

第
二
十
七
条

令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
数
は

第
二
十
七
条

令
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
数
は
、

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
可
搬
式
放
水
銃
等
に
つ
き
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数

次
の
各
号
に
掲
げ
る
可
搬
式
放
水
銃
等
に
つ
き
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
と

と
す
る
。

す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三
（
略
）



- 17 -

（
共
同
防
災
規
程
）

（
共
同
防
災
規
程
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

防
災
要
員
の
配
置
及
び
防
災
資
機
材
等
の
備
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

四

防
災
要
員
の
配
置
及
び
防
災
資
機
材
等
の
備
え
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

五
～
十
五

（
略
）

五
～
十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
四
章

広
域
共
同
防
災
組
織

（
広
域
共
同
防
災
規
程
）

第
三
十
条

法
第
十
九
条
の
二
第
三
項
の
広
域
共
同
防
災
規
程
に
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

広
域
共
同
防
災
組
織
を
指
揮
し
、
監
督
す
る
者
の
職
務
に
関
す
る
こ
と

。
二

防
災
要
員
の
職
務
に
関
す
る
こ
と
。

三

広
域
共
同
防
災
組
織
を
指
揮
し
、
監
督
す
る
者
又
は
防
災
要
員
が
旅
行

又
は
疾
病
そ
の
他
の
事
故
の
た
め
そ
の
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
に
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
者
に
関
す
る
こ
と
。

四

防
災
要
員
の
配
置
及
び
防
災
資
機
材
等
の
備
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

五

防
災
資
機
材
等
の
輸
送
に
関
す
る
こ
と
。

六

広
域
共
同
防
災
組
織
の
編
成
に
関
す
る
こ
と
。

七

防
災
要
員
に
対
す
る
防
災
教
育
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

八

広
域
共
同
防
災
組
織
の
防
災
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

九

広
域
共
同
防
災
組
織
及
び
広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
る
各
特

定
事
業
所
の
防
災
の
た
め
の
施
設
、
設
備
又
は
資
機
材
等
の
整
備
状
況
及

び
整
備
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

十

防
災
資
機
材
等
の
点
検
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
広

域
共
同
防
災
組
織
の
防
災
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
る
各
特
定
事
業
所
の
各
施
設
地

区
内
の
主
要
な
施
設
又
は
設
備
を
明
示
し
た
書
類
又
は
図
面
の
整
備
に
関
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す
る
こ
と
。

十
三

広
域
共
同
防
災
組
織
と
そ
の
広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
る

各
特
定
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
及
び
当
該
各
特
定
事
業
所
に
係
る
共
同

防
災
組
織
と
の
防
災
活
動
に
関
す
る
連
絡
調
整
等
の
関
係
に
関
す
る
こ
と

。
十
四

広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
る
各
特
定
事
業
所
の
防
災
に
関

す
る
業
務
を
行
う
者
の
職
務
及
び
組
織
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

広
域
共
同
防
災
規
程
に
違
反
し
た
防
災
要
員
に
対
す
る
措
置
に
関
す

る
こ
と
。

十
六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
広
域
共
同
防
災
組
織
が
行
う
べ
き

業
務
並
び
に
防
災
要
員
及
び
防
災
資
機
材
等
に
関
し
必
要
な
事
項

２

広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
る
特
定
事
業
所
に
お
け
る
災
害
の
発

生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
当
該
広
域
共
同
防
災
組
織
の
業
務

（
以
下
「
広
域
共
同
防
災
業
務
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
が
当
該
特

定
事
業
所
の
所
在
す
る
特
別
防
災
区
域
の
特
定
事
業
者
以
外
の
者
に
委
託
さ

れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
広
域
共
同
防
災
組
織
に
係
る
広
域
共
同

防
災
規
程
に
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
当
該
広
域
共
同
防
災
業

務
の
受
託
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
）
並
び
に
当
該
受
託
者
の
行
う
広
域
共
同
防
災
業
務
の
範
囲

及
び
実
施
方
法
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
広
域
共
同
防
災
組
織
に
つ
い
て
の
届
出
）

第
三
十
一
条

法
第
十
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
広
域

共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
、
又
は
そ
の
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
日

か
ら
十
日
以
内
に
、
様
式
第
八
の
二
の
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
広
域
共
同
防
災
組
織
に
お
け
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
の
備

付
け
に
係
る
基
準
）

第
三
十
二
条

令
第
二
十
三
条
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
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は
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
当
該
自
衛
防
災
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

広
域
共
同
防
災
組
織
」
と
、
「
当
該
特
定
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
広

域
共
同
防
災
組
織
に
係
る
す
べ
て
の
特
定
事
業
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。第

五
章

定
期
報
告

第
四
章

定
期
報
告

（
防
災
業
務
の
報
告
）

（
防
災
業
務
の
報
告
）

第
三
十
三
条

第
三
十
条

様
式

第
２

様
式

第
２

消
防

車
用

屋
外

給
水

施
設

設
置

届
出

書
消

火
用

屋
外

給
水

施
設

設
置

届
出

書

年
月

日
年

月
日

市
町

村
長

都
道

府
県

知
事

殿
市

町
村

長
都

道
府

県
知

事
殿

（

）

（

）

届
出

者
届

出
者

住
所

住
所

法
人

に
あ

つ
て

は
そ

の
名

称
法

人
に

あ
つ

て
は

そ
の

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

及
び

代
表

者
の

氏
名

氏
名

㊞
氏

名
㊞

（

）

（

）

担
当

者
所

属
電

話
担

当
者

所
属

電
話

消
防

車
用

屋
外

給
水

施
設

を
設

置
し

た
の

で
、

石
油

コ
ン

ビ
ナ

ト
等

消
火

用
屋

外
給

水
施

設
を

設
置

し
た

の
で

、
石

油
コ

ン
ビ

ナ
ト

等
災

ー
ー

災
害

防
止

法
第

１
５

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
届

け
出

ま
す

。
害

防
止

法
第

１
５

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
届

け
出

ま
す

。

（

）

（

）

略
略

（

33

）

（

30

）

様
式

第
９

第
条

関
係

様
式

第
９

第
条

関
係

（

）

（

）

防
災

業
務

実
施

状
況

報
告

書
自

衛
防

災
組

織
防

災
業

務
実

施
状

況
報

告
書

自
衛

防
災

組
織
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（

）

（

）

略
略

ロ
防

災
要

員
の

配
置

並
び

に
ロ

防
災

要
員

の
配

置
並

び
に

防
災

資
機

材
等

の
備

付
け

及
防

災
資

機
材

等
の

備
え

付
け

び
維

持
管

理
に

関
す

る
こ

と
及

び
維

持
管

理
に

関
す

る
こ

と

（

）

（

）

略
略

（

）

（

）

略
略

1
0

（

33
）

1
0

（

3
0

）

様
式

第
第

条
関

係
様

式
第

第
条

関
係

（

）

（

）

防
災

業
務

実
施

状
況

報
告

書
共

同
防

災
組

織
防

災
業

務
実

施
状

況
報

告
書

共
同

防
災

組
織

（

）

（

）

略
略

イ
防

災
要

員
の

配
置

並
び

に
イ

防
災

要
員

の
配

置
並

び
に

防
災

資
機

材
等

の
備

付
け

及
防

災
資

機
材

等
の

備
え

付
け

び
維

持
管

理
に

関
す

る
こ

と
及

び
維

持
管

理
に

関
す

る
こ

と

（

）

（

）

略
略

（

）

（

）

略
略
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○
特
定
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
の
事
務
所
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
百
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二

十
九
号
）
第
十
九
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
特
定
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

十
九
号
）
第
十
八
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
特
定
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
管
区
海
上
保
安
本
部
の
事
務
所
は
、
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
、
海
上

る
管
区
海
上
保
安
本
部
の
事
務
所
は
、
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
、
海
上

保
安
航
空
基
地
及
び
海
上
保
安
署
（
管
轄
区
域
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と

保
安
航
空
基
地
及
び
海
上
保
安
署
（
管
轄
区
域
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と

す
る
。

す
る
。


